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「長崎県行財政改革推進プラン（H28～R2）」の取組実績（概要）

「長崎県総合計画 チャレンジ２０２０」や「長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現を図るため、「長崎県職員スピリット」を

活かし、組織運営・財政運営の基盤づくりを目指すために次の３つの基本方針に基づき、平成2８年度から令和２年度までの５年間、

県政全般にわたる見直しに取り組みました。

【基本方針】

（Ⅰ）事業・業務プロセスの見直し

（Ⅱ）より効果的・効率的に事業・業務を実施する職員の人材育成

（Ⅲ）県政の将来に向けて持続可能かつ安定的な行財政運営

プランに掲げる６３の個別項目のうち、当初の目標を達成した項目は３０項目、目標を概ね達成した項目を含めると全体の 8 割を超える

５４項目となり、一部未達成又は未達成の項目は９項目でした。

区  分 個別項目数 割  合

達   成（◎） ３０項目 ４７．６％

概 ね 達 成（○） 2４項目 ３８．１％

一部未達成（△） ８項目 １２．７％

未 達 成（×） 1 項目   １．６％

計 ６３項目 １００．０％

「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく５年間の取組として、収支改善や職員数削減など一定の成果は得られましたが、一部達成でき

なかった項目もあります。また、県においては、人口減少・少子高齢化や２０４０年問題、Society5.0 時代の到来を見据えたデジタル社会

への対応に向けて、限られた人材や財源を最大限に活用しながら、県政を推進するためのシステムを構築する必要があります。

そのため、「長崎県総合計画 チェンジ＆チャレンジ２０２５」や「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を下支えする行財政

運営指針として、本年３月に「長崎県行財政運営プラン２０２５（R3～R7）」を策定し、本年度から取り組んでいます。

１.概要

２.取組実績

３.今後の取組
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Ⅰ 事業・業務プロセスの見直し

個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

成果還元を目指す事

業構築の仕組みづく

り（２）

（企画部）

（総務部）

《政策形成に関する議論の一本化》

○政策形成議論を一本化し、平成28年度以降、それぞれ年度当初から段階的に

議論を積み上げ、足らざる取組（課題）を共有し、次年度予算における新規

事業等を構築

《事業群評価制度の導入》

○個別の事務事業単位から、総合計画の施策の下に位置づけられている事業群単

位でひとまとめにして評価する制度に見直し、類似事業の統廃合や事業改善等

の見直し率が向上

（参考）事業改善等の見直し率 25.3%（H27）⇒46.4%（R2）

《部局の枠組みを超えた連携体制等の基盤構築》

○県の施策全般について横串を通して見直し、必要な施策について積極的に対応

策を講じるため、新たに「統轄監」を設置

[個別項目]

4 事業のスクラップアンドビル

ドの徹底

29 成果につなげる庁内連携の仕

組みづくり

[主な取組項目]

○政策形成過程の中で、次年度の

新規事業等とスクラップの両面

を議論する仕組みづくり

○部局の枠組みを超えた連携体制

等の基盤構築

内部管理業務の見直

し（４）

（総務部）

（県民生活環境部）

（出納局）

《「公文書管理の基本指針」策定》

○庁舎移転にあわせて、文書量の削減目標の達成等に取り組むとともに、文書管

理の改善のための課題及び具体的方策を検討し、「公文書管理の基本指針」を

令和元年 11 月に策定

《「メール・照会のルール」「会議のルール」の見直し、周知徹底》

○平成 28 年 6 月に各ルールを策定し、庁内ポータルサイトへ掲載するととも

に、各種会議等の機会を捉えて庁内に周知

○職員アンケートにおいて、各ルールを踏まえた職員の行動は改善傾向にある

が、まだ徹底されていないことから、今後も継続した取組が必要

[個別項目]

21 業務の標準化・最適化

[主な取組項目]

○複数の所属において共通する業

務の処理手順の統一やマニュア

ル化

○財務会計システム操作方法等の

改善

達成状況：△

達成状況：◎

４.主な取組実績の概要と次期プランにおける取組方針
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

内部管理業務の見直

し（４）

（総務部）

（県民生活環境部）

（出納局）

＜ルールに沿ってメール送信・会議が実施されていると答えた割合＞

メール・照会：45.4%（H28）⇒54.7%（R2）

会 議 開 催 ：21.0%（H28）⇒29.6%（R2）

《県庁ＥＭＳの運用等の見直し》

○県庁ＥＭＳの取組が定着したことから、日常点検や内部監査、外部評価の廃止

など省力化を実施

《財務会計システム操作方法の改善》

○平成 28 年度から令和 2 年度にかけ、財務会計システムについて計 24 項目

の改修を行い、作業を効率化・省力化

ＩＣＴの徹底的な活

用（６）

（企画部）

（総務部）

《ながさきＩＣＴ戦略の推進》

○ながさき ICT 戦略の全体進捗（R2 年度末）80.7%[概算値]（目標：100%）

○Society5.0 の実現に向け、AI や IoT などの先端技術を活用した各分野での施

策のさらなる推進を図るため、令和 2 年 4 月に「次世代情報化推進室」を新設

《Web 会議・テレビ会議の導入、活用》

○新テレビ会議システムの運用を平成３０年３月から試行開始

年度 H28 H29 H30 Ｒ元 R2

会議開催数 195 回 179 回 530 回 859 回 3,875 回

参加者数 3,760 人 2,807 人 9,105 人 12,999 人 56,773 人

※H28～H30.2 まで旧システム、H30.3 から新システムの実績

《モバイル端末の導入、活用》

○新型コロナウイルス対策及び働き方改革を推進するため、令和 2 年 12 月以

降、テレワーク対応パソコン（SIM 内蔵型）600 台を導入・展開

令和 2 年度実績（1～3 月） 5,209 件（テレワークへの活用実績）

[個別項目]

18 行政手続のオンライン化促進

20 ICT を活用した県民サービス

の充実

21 業務の標準化・最適化

22 ICT を活用した行政事務の効

率化

25 環境変化に対応した働き方の

推進

[主な取組項目]

○ながさき Society5.0 推進プラ

ンの推進

○テレワーク対応パソコンの活用

○テレワークの推進

○新技術の導入・活用

達成状況：○

達成状況：△
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

ＩＣＴの徹底的な活

用（６）

（企画部）

（総務部）

《新技術の導入・活用》

○事務処理の効率化への取組として、RPA・AI 会議録の新しい技術を導入

・RPA     令和 2 年 1 月に導入

令和 3 年 3 月末現在、20 業務（9 所属）で運用開始

・AI 会議録  令和 2 年 8 月から本格運用開始

令和 3 年 3 月末現在、1,065 回利用（92 所属）

県民、企業、ＮＰＯ

等との協働の推進

（８）

（総務部）

（県民生活環境部）

《協働サポートデスクによる、協働に関する相談対応や情報･意見交換会の実施》

○ＮＰＯ法人等をはじめ、行政（県・市町）や企業など各種団体からの協働に関

する相談や事業企画提案の受付等を行う協働サポートデスクの設置

○協働サポートデスクでの情報･意見交換会まで至った件数は目標（毎年 5 件）

を達成

年度 H28 H29 H30 R 元 R2

相談件数 24 件 21 件 20 件 38 件 37 件

情報・意見交換会 6 件 5 件 5 件 17 件 17 件

庁内協働件数 83 件 88 件 100 件 126 件 129 件

《広聴による県民の意見等の検証をプロセスとして組み入れた手法の実施》

○県政世論調査について、次年度以降の施策等に反映させることができるよう、

平成 30 年度実施分から実施時期を前倒しするなどの見直しを実施

[個別項目]

27 多様な主体との連携・協働を

支える仕組みづくり

[主な取組項目]

○協働サポートデスクにおけるＮ

ＰＯ、県、企業等からの協働に関

する相談や事業企画提案への対

応

○広聴制度の充実と県民の意見の

県政への反映

民間企業等と連携し

たプロジェクト構築

の促進（９）

（企画部）

（総務部）

（地域振興部）

（産業労働部）

《地方創生の推進に関する包括連携協定の締結》

○民間企業との間で互いの強みを活かし、地域の活性化と県民サービスの向上を

図るため、地方創生の推進に関する包括連携協定を締結

・令和元年度 3 件、令和 2 年度：2 件

[個別項目]

27 多様な主体との連携・協働を

支える仕組みづくり

[主な取組項目]

○地方創生にかかる包括連携協定

を締結した企業との連携の促進

達成状況：○

達成状況：○
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

民間企業等と連携し

たプロジェクト構築

の促進（９）

（企画部）

（総務部）

（地域振興部）

（産業労働部）

《ながさき移住倶楽部の登録協力事業者を増やすための営業活動を実施》

○本県への移住に関心がある方を対象に、民間事業者の協力により、特典・サー

ビスを提供する無料会員制度「ながさき移住倶楽部」を創設

《新規にしまの産品を取り扱う飲食店等取扱店》

○平成 29 年度に離島地域に設置された地域商社と連携を図りながら、本県のし

まの産品の販路拡大を実施

《経済６青年団体との意見交換研修》

○県、民間双方の発想や視点の共有、幅広い人脈づくりや相互の連携を目的と

して、経済６青年団体の役員と、本庁課長級職員による意見交換研修を開催

《スタートアップ創出・誘致件数》

○スタートアップ交流拠点 CO-DEJIMA において、企業や大学、金融機関、社

会人等の様々な人材の交流を促進し、革新的なサービスの創出を推進

※令和 2 年度の CO-DEJIMA 入居者数：3 件（目標：3 件）

○産業交流施設 SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア㈱）と CO-

DEJIMA が連携し、本県の抱える地域課題の抽出とその解決に向けたイベン

ト開催等を実施

年度 H28 H29 H30 R 元 R2

会員数

(R2 目標:1,600 人)

582 組

1,196 人

661 組

1,394 人

958 組

1,913 人

1,247組

2,393人

1,536組

2,907人

協力事業者数 39 社 44 社 45 社 75 社 75 社

年度 H28 H29 H30 R 元

取扱店舗数

（R 元目標:500 店舗）
38 店舗 228 店舗 434 店舗 512 店舗

売上高

（R 元目標:10 億円）
0.1 億円 0.9 億円 2.2 億円 2.4 億円

【前ページから継続】

○経済６青年団体との意見交換研

修

達成状況：△
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

市町との役割分担と

連携の推進（１１）

（企画部）

（総務部）

（地域振興部）

《市町と連携した人口減少対策への取組》

○平成 30 年度から、県の関係職員で構成する「市町人口減少対策支援チーム」

を市町ごとに編成し、市町との意見交換により、共通課題や各地域の実情に応

じた事業の構築を市町と共に推進

《県及び市町職員の双方の人材育成の観点から、幅広い分野において県と市町

の人事交流を実施》

○令和 2 年度派遣者数 24 名（12 市 3 町）

受入者数 33 名（12 市 5 町）

《スクラムミーティングの実施》

○県政を進めるにあたって、県と市町が互いの垣根を低くし、これまで以上に連

携を深め、それぞれの地域課題や取組の現状等について、知事と全市町長が直

接協議を行う「長崎！県市町スクラムミーティグ」を毎年１回以上実施

《「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究会」の実施》

○人口減少社会において将来の行政運営の面で生じる様々な課題に関する調査・

研究・議論を行う「人口減少社会に適応した行政サービスの提供のあり方研究

会」を実施

○緊急性の高い課題や早期に実現可能な「人材確保・育成」、「マイナンバーカー

ドの普及」、「ＩＣＴ技術の活用・共同導入」、「県と市町の協働・連携」の４つ

のテーマについて、分科会を設置し、具体的な議論・研究を開始

[個別項目]

28 市町との連携.・補完・支援

[主な取組項目]

○各市町の個別課題に応じた事業

構築の支援

○県及び市町職員の双方の人材育

成の観点から、幅広い分野にお

いて県と市町の人事交流を実施

○スクラムミーティングによる

県・市町の連携推進

○「人口減少社会に適応した行政

サービスの提供のあり方研究

会」の実施

達成状況：○
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Ⅱ より効果的・効率的に事業・業務を実施する職員の人材育成

個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

人材育成の考え方の

「見える化」

（１４）

（総務部）

（教育庁）

（総務部）

○平成 28 年 3 月策定の「新・ながさき人材育成プラン 21」において、各職階

ごとに「責任感・倫理」「業務遂行」「知識・技術」「協調性」「人材育成」にお

いて求められる能力・役割を明示

○班内係長に部下を持たせ、マネジメントをさせるなどの職階構成の見直し

○各分野の中核となり得る人材を育成するため、部局別人材育成プログラムを改

訂し、求められる能力の向上及びキャリア形成のための標準的なジョブローテ

ーションの考え方を職員に対し提示

（教育庁）

○小中学校間の人事異動による小中学校の連携推進の一層の強化

○制度化された高等学校における通級指導教室を拡充するため、専門的な知見を

持った教員を配置し指導方法を伝承

○職階ごとに求められる能力・役割を明確化した市町立小中学校事務職員の標準

的職務一覧表を作成

[個別項目]

33 人材育成に関する情報発信と

自律的なキャリア形成

[主な取組項目]

（総務部）

○人材育成意識の浸透

○人材育成支援情報の一元的な発信

（教育庁）

○人事交流が人材育成の機会であ

るとの認識を醸成するととも

に、適材適所の人材配置

人事評価の人材育成

等への有効活用

（１７）

（総務部）

（教育庁）

（総務部）

○人事評価制度を、定期的な面談や評価結果のフィードバックにより、職員の人

材育成に活用

○人事評価の結果について、給与への反映・活用のあり方を検討した結果、平成

30 年度の人事評価結果から昇給及び勤勉手当への反映を実施

（教育庁）

○評価者が当初面談で教職員の前年度の目標管理への取組状況等を踏まえて総

合的に指導・助言を行い、中間面談で自己目標の達成状況や勤務評価における

評価項目に基づいた指導・助言を実施

[個別項目]

2 挑戦し成果を追求する職員の育成

34 人材育成の観点からの職員が働

きやすい活力ある職場づくり

[主な取組項目]

（総務部）

○人事評価結果の給与への反映及

び活用

（教育庁）

○評価結果を活用した管理職員へ   

の登用及びミドルリーダー職員

（主任等）の任用・育成を推進

達成状況：◎

達成状況：○
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

さらなる女性登用に

向けた人材育成

（２１）

（総務部）

（教育庁）

（総務部）

○目標（令和 2 年度）14％ 実績 13.4％

○若手女性職員をできる限り本庁に配置して多様な経験を積ませるなど、計画的

なキャリア形成を実施

○意欲ある女性職員を国や他県、県内市町などの外部研修へ積極的に派遣し、キ

ャリアアップを支援

○意欲と能力のある女性職員を本庁課長補佐や係長ポストに積極的に登用し、将

来指導的地位に成長していく人材の育成・確保を図るとともに、女性職員の管

理職への登用を推進

（教育庁）

○目標（令和 2 年度）16％ 実績 11.1％

※管理職に占める女性の割合は、小・中学校、県立学校とも着実に増加してい

るが、小・中学校における割合が目標に達していない

○校長会等において、女性登用の在り方について、優秀で意欲のある人材をまず

は学年主任等のミドルリーダ－に充てるよう、具体的に説明

○県立学校における「女性教職員による学校経営研修会」や小・中学校の女性職

員を対象としたキャリアアップ研修を実施

[個別項目]

31 核となる職員の育成

35 多様な人材の確保・活躍推進

[主な取組項目]

○女性職員の管理職員への登用
達成状況：△
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Ⅲ 県政の将来に向けて持続可能かつ安定的な行財政運営

個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

財政の健全性の維持

（２２）

（総務部）

《財源調整のための基金残高：４００億円》

○中期財政見通しを踏まえ、追加収支改善対策の必要性の有無等を検討したうえ

で当初予算を編成

○平成 28 年度から退職手当債の発行基準が見直され、一般財源による対応を余

儀なくされたことや、財源調整のための基金等を活用しつつ累次の新型コロナ

ウイルス感染症対策予算を積極的に編成したことなどから、財源調整のための

基金残高は、目標 400 億円に対し令和 2 年度末で 203 億円

（財源調整のための基金残高（億円））

年度 H27 H28 H29 H30 R 元 R2

年度末残高 305 263 239 222 214 203

《さらなる収支改善対策の拡充に新たな項目を追加した収支改善目標額：３８３

億円》

○さらなる収支改善対策を含めた平成 27 年度から令和 2 年度までの収支改善目

標額 383 億円に対し、実績額 516 億円（＋133 億円）の見込み

（さらなる収支改善対策を除く平成 28 年度から令和 2 年度まででは、目標額

338 億円に対し、実績額 459 億円（＋121 億円）の見込み）

《実質公債費比率・将来負担比率：全国中位を維持》

○令和元年度の実質公債費比率は 11.２％（全国 24 位）

○令和元年度の将来負担比率は 198.3％（全国 25 位）

[個別項目]

10 施策の重点化・業務の効率化

による歳出の見直し

13 公債費や県債残高の適正管理

[主な取組項目]

○選択と集中による事務事業の見

直し

達成状況：○
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

新県庁舎移転による

維持管理経費の縮減

（３０）

（総務部）

《維持管理業務の集約及び経費縮減》

○光熱水費を含む維持管理経費全体で約 3９百万円の減額を達成

（旧庁舎/平成 28 年度と新庁舎/令和 2 年度の比較）

○新県庁舎関連の委託業務のうち、設備等保守 19 業務を、6 業務に集約

《データの収集分析、機器の調整や運用、管理仕様の見直し》

○空調の運転状況を検証するため機能性能試験や運転データの収集・分析を実施

○運用方法の見直し等により、目標を達成

・省エネ目標：標準庁舎の 40%削減、光熱水費：旧庁舎以下

○保守点検業務グレード及び点検頻度等を含めた仕様見直しを実施

地方公社の経営健全

化（３２）

（土木部）

（道路公社）

○運営資金借入残高、建設資金借入残高の返済に向けて、以下の取組を実施

・正職員の退職不補充、再雇用・嘱託職員の活用など「人件費の抑制」

・トンネル内照明のＬＥＤ化など「電気代の節約」

・ながさき出島道路全線でのＥＴＣの整備など「サービスの向上」 等

○運営資金借入残高は令和元年度までに完済済み、建設資金の令和 2 年度末残高

は 221 百万円

（住宅供給公社）

○長崎市からの借入金は平成 29 年度に完済

○県からの借入金は返済計画に基づき返済（令和 2 年度末残高は 1,643 百万円）

○賃貸管理事業で安定した利益を計上

（土地開発公社）

○時津第 10 工区埋立事業は令和 2 年度までに、商業用地の一部を除き販売済

○「経営改善計画（H28～R3）」に基づいて事業を実施

・自己資本比率を上げ、負債比率を下げることによる健全化の推進

・将来にわたる財務見通しを設定し、組織体制と人員管理を適正化

[個別項目]

15 地方公社、林業公社の経営健

全化

[主な取組項目]

（道路公社）

○建設資金（国・機構）借入残高

の返済

（住宅供給公社）

○県からの借入金残高の返済

（土地開発公社）

○時津第 10 工区埋立事業の販売

完了（R7）

○現計画の検証と経営改善計画の

策定（R3）

達成状況：○

達成状況：◎
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

公営企業の経営健全

化（３４）

（県民生活環境部）

（水産部）

（土木部）

（交通局）

（流域下水道事業）

○流域関連市や関係部局との調整を行いながら、組織体制の確立、会計事務の検

討、企業会計システムの構築等を行い、令和２年度より公営企業会計へ移行

○関連市への移管についても意見照会を行い、将来の負担増につながらないこと

を前提に、具体的な協議に応じる旨の回答を得ている状況

（長崎魚市場）

○経営計画策定に向けた経営改善の取組みを実施

○長崎魚市場施設整備計画の見直しに伴う完成時期の変更により、経営計画の策

定は令和３年度に見送り

（港湾整備事業）

○未売却地の販売促進や非売却地の移管促進に取り組み、令和 2 年度に目標通り

港湾整備事業会計を閉鎖

○港湾施設用地において、利用率の向上を図るとともに、未利用となっている用

地の土地利用計画を変更し売却

（交通事業）

○中期経営計画の着実な実施により経営の健全性を保ちながら、「地域生活路線の

維持・確保」及び「本県の観光振興への貢献」に向けた取組を実施

○平成 30 年度以降は、軽油価格の高騰や貸切収入の減少、新型コロナウイルス

感染症の影響等により赤字幅が拡大           （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 R 元
R2

（見込）

収益的収支の税抜収支 68 △25 753 △266 △271 △603

○令和 2 年度にコロナ禍による減収等に対し、人件費の見直し等の各種改善策を

実施するとともに、長期的視点で経営再建策を策定

[個別項目]

14 環境変化に対応した公営事業

サービスの提供

[主な取組項目]

（流域下水道事業）

○大村湾南部流域下水道事業の安

定経営の維持

（長崎魚市場）

○経営計画の策定

（港湾整備事業）

○利用率の向上

○売却及び長期貸付率の向上

（交通事業）

○中期経営計画の推進と経営の健

全化

達成状況：△
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

人員・給与の適正管

理（３６）

（総務部）

（教育庁）

（交通局）

《適正な職員配置》

○職員数の削減状況

※教育庁及び交通局については、現行水準内での対応を行う

《人事委員会報告・勧告等を踏まえた給与制度改定》

○毎年の人事委員会報告・勧告を踏まえつつ、地域の民間給与等の状況、国、他

県の状況等を勘案して給与改定を実施

・ラスパイレス指数（R2.4.1）：98.2（全国 42 位）

《諸手当の支給について不断の点検を行い、不適正な支給を是正》

○毎年、諸手当の支給要件を継続的に満たしているか事後確認を行い、制度の適

正な運用を実施

知事部局等 教育庁 交通局

H27.4 4,167 333 364 

H28.4 4,139 332 355 

H29.4 4,119 331 363 

H30.4 4,105 330 357 

H31.4 4,078 330 351

R2.4 4,052 330 334

R3.4 4,038 330 320

削減数 ▲129 ▲3 ▲44 

削減目標 ▲100 -  -  

[個別項目]

11 人員・給与の適正管理

[主な取組項目]

○適正な定員管理

○人事委員会報告・勧告等を踏ま

えた給与制度改定

○諸手当の支給に係る点検の実施

及び不適正な支給を是正

達成状況：◎
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

臨時職員、非常勤職

員の配置見直し

（３７）

（総務部）

《新県庁舎移転に伴う臨時職員及び非常勤職員の見直し実施》

○新県庁舎移転によるオープンフロア化に伴い、これまで各所属で行っていた文

書発送や物品管理などの総務事務の集約化・効率化を図り、臨時職員の配置見

直しを実施

※臨時職員の見直し人数：24 名分

○新県庁舎への移転を機に、教育部門の旅費事務等を総務事務センターで共同実施

本土振興局の再編

（３８）

（総務部）

（地域振興部）

《基本方針における最終形の実現》

○「長崎県地方機関再編の基本方針」に基づく振興局見直しの方向性については、

令和元年 12 月に基本方針における最終形の実現に向け、庁舎の建替えも含め

ての今後の方向性について、現時点での県の考え方をとりまとめ、公表

○県南地域事務所（仮称）の建設を予定している諫早市、長崎地区・島原地区の

関係市町、関係団体に対して、県の考え方について説明し、意見を聴取

※上記のとおり基本方針における最終形の実現に向けた検討を進めているもの

の、組織体制を整理した再編の実施案の策定等には至らなかった

[個別項目]

7 県南地区振興局の再編

[主な取組項目]

○県南地区振興局の再編

こども医療福祉セン

ターの地域への機能

移行と効率的な運営

（４２）

（福祉保健部）

《児童発達支援センター等の中核的療育支援機関の増加》

○巡回療育相談や事業所に対する技術支援の実施

○新規開設事業所に対する施設整備への助成を行い、5 年間で 7 件の児童発達支

援センターが開設（既存 2 件が閉所したため差引 5 件の増）

H27 H28 H29 H30 R 元 R2

巡回療育相談実施回数 21 21 21 21 19 9

技術支援回数 254 347 389 373 304 189

児童発達支援センター数（目標） 6 8 10 12 14 17

児童発達支援センター数（実績） 6 6 9 11 11 11

[個別項目]

1 環境変化に対応した柔軟かつ

機動的な組織体制・運営への見

直し

[主な取組項目]

○児童発達支援センター等の中核

的療育支援機関の増加

達成状況：△

達成状況：△

達成状況：◎
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

警察署における運転

免許証即日交付拡大

の検討（４７）

（警察本部）

《長崎市内での即日交付を実施》

○令和 2 年 4 月 1 日、長崎警察署に併設する運転免許証の即日交付施設である

長崎運転免許センターを開設したことにより、即日交付率が全国平均と同程度

の水準に向上

※令和 2 年度における更新免許証の即日交付率 71.2%（前年比＋14ポイント）

各種審議会等の見直

し（４８）

（総務部）

（県民生活環境部）

《設置の必要性、効果の検証、類似審議会の統合等を検討した結果をホームペー

ジで公表》

○附属機関等設置の必要性、効果の検証、類似審議会の統合等の検討を各審議会

等所管課に依頼。毎年度、全審議会等の検討結果をホームページに公表

《公募委員の登用促進》

○公募委員の拡充を図るため、委員改選期かつ公募委員導入率が 20％に達して

いない附属機関等の所管課に対し、公募委員の増員の検討を依頼

○公募委員登用率（令和 2 年度）：目標 20.0%（R3.4.1 現在）

実績 14.3%（R2.4.1 現在）

《審議会等委員への女性登用促進》

○「審議会等の委員への女性登用促進要綱」に基づき、女性委員の登用計画を策定

・計画期間：平成 28～令和 2 年度（5 年間）

・対  象：法律又は条例に基づく附属機関

○委員改選時に各審議会担当部局から県民生活環境部へ事前協議を行い、女性委

員登用に係る助言等を実施

○女性委員登用率（令和 2 年度）：目標 40.0%（R3.4.1 現在）

実績 37.3%（R2.4.1 現在）

[個別項目]

27 多様な主体との連携・協働を

支える仕組みづくり

[主な取組項目]

○公募委員の登用促進

○審議会等委員への女性登用促進

達成状況：◎

達成状況：×
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

県税の徴収率の向上

（４９）

（総務部）

《徴収率９８％以上（毎年度）》

○給与の一斉差押や預貯金を中心とした債権の差押などの滞納処分の積極的な実

施

○徴収率（実績）※目標 98％以上

年度 H28 H29 H30 R 元 R2

徴収率 98.5% 98.7% 98.8% 98.8%
98.8%

（見込）

[個別項目]

12 歳入の確保

[主な取組項目]

○未収額の８割を占める個人県民

税の未収額の縮減

ふるさと納税の推進

（５０）

（企画部）

（総務部）

（個人版ふるさと納税）               （単位：千円）

○寄附金額の目標達成に向け、寄附に対するお礼の品の追加と充実、寄附受付サ

イトの増設による受付体制拡大等を実施

○寄附金の使途として各部局が選定したプロジェクトについて、効率的に寄附金

を活用するために「ふるさと長崎応援寄附金基金」を創設

（企業版ふるさと納税）               （単位：千円）

H28 H29 H30 R 元 R2 累計

目標額 26,000 39,000 50,000 50,000 50,000 215,000

実績額 32,800 29,600 27,300 15,500 31,800 137,000

達成率 126% 76% 55% 31% 64% 64%

H28 H29 H30 R 元 R2 累計

目標額 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

実績額 32,469 45,738 73,780 150,512 144,564 447,063

達成率 162% 229% 369% 753% 723% 447%

[個別項目]

12 歳入の確保

[主な取組項目]

○寄附額増収へ向けた取組

達成状況：◎

進捗状況：△
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

ふるさと納税の推進

（５０）

（企画部）

（総務部）

○継続した寄附が難しい場合や、制度改正のタイミング、コロナ禍の影響への懸

念により目標額(累計)の 64％(137 百万円)の寄附

○寄附金額の目標達成に向け、長崎県ゆかりの企業への企業版ふるさと納税に関

する案内状の送付や企業訪問等を実施

○寄附企業の PR のため、寄附企業を掲載したリーフレットの作成や制度周知と

寄附企業 PR を兼ねたポスター作成等を実施

税外未収金の適正な

管理（５４）

（総務部）

《未収金対策検討会議等の実施》

○各部局の債権管理の現状分析、債権管理に係る研修の実施、債権管理規程の適

切な運用に係る周知徹底、各部局の取組方針の策定等、全庁的な取組みを実施

《未収金の縮減に向けた新たな取組みの実施》

○令和 2 年度から「債権管理室」を新設し、各部局で長期滞納となっている税外

未収金の管理･回収業務を移管

                        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 R 元

税外未収金 1,719 1,703 1,692 1,684 1,667

[個別項目]

12 歳入の確保

[主な取組項目]

○税外未収金の適正な管理

県有財産の有効活用

（６０）

（総務部）

（教育庁）

（警察本部）

《県有財産管理運用本部会議を年３回開催し、未利用地等の活用について協議・

検討》

○県有財産管理運用本部会議を３回開催し、未利用地等の活用について協議・検

討した結果、売却等による処分を目指す「処分等予定地」のうち、令和 2 年度

までに 59 件を処分

H27 末 処分等 新規 R2 末

95 ▲59 64 100 件

※知事部局、教育庁及び警察本部合計

［個別項目］

17 県有財産の有効活用

[主な取組項目]

○未利用地の活用や売却

○広告掲出事業の実施

○PPP/PFI 手法導入の推進

達成状況：◎

達成状況：◎

進捗状況：△
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個別項目 主な取組実績と成果 次期プランにおける取組方針

【前ページから継続】

県有財産の有効活用

（６０）

（総務部）

（教育庁）

（警察本部）

○ネーミングライツ制度実績

県立総合運動公園陸上競技場の愛称及びパートナーを決定

・愛称：トランスコスモススタジアム長崎

・パートナー：トランス・コスモス株式会社

・期間：平成２８年８月から令和６年７月まで

・命名権料：年額 10,500 千円（税別）

○広告掲出場所貸付（平成 28 年度～令和 2 年度実績）

知事部局（県有施設のエレベーターや壁面）：101 件、6,640 千円

警察本部（運転免許試験場）：21 件、1,591 千円

○広告付案内板設置場所貸付（令和 2 年度実績）

警察本部（運転免許試験場及び長崎運転免許センター）3 か所、1,584 千円

《ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の推進》

○平成 29 年 3 月に「長崎県 PPP／PFI 手法導入優先的検討規程」を策定

施設整備費 10 億円以上の公共施設整備事業については PPP／PFI 手法導入を

検討する仕組みに見直し

○長崎県 PPP／PFI 地域プラットフォームを設置

平成 29 年度から「長崎港元船地区の港湾施設」「県営住宅」への PPP／PFI 手

法導入の検討を進め、平成 30 年度に民間事業者へのアンケート調査を実施。

令和元年度にはマーケットサウンディングを実施

達成状況：◎
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◎削減効果額

◎主な取組項目と効果額

   

◎削減目標と実績

（単位：人）

   ※教育庁及び交通局については、現行水準以内での対応を行う

効果額

２０１億円

〇県税収入の確保 ９０億円

〇県有財産の売却・有効活用 ２５億円

〇特定目的基金及び特別会計繰越金等の活用 ５６億円

〇その他 ３０億円

３１５億円

〇人件費等の抑制 ６３億円

〇内部管理経費の見直し ４１億円

〇県単補助金等の見直し ５９億円

〇公債費の適正化 １０５億円

〇その他 ４７億円

５１６億円

主な取組項目

歳　入

歳　出

合　　計

行財政改革推進プランにおける収支改善対策について

目標 ３８３億円 実績 ５１６億円

職員数の削減について

目標 １００人 実績 １２９人

H27.4 R3.4 削減数
プラン

削減目標※

知事部局等 4,167 4,038 ▲ 129 ▲ 100

教育庁 333 330 ▲ 3 ー

交通局 364 320 ▲ 44 ー

合計 4,864 4,688 ▲ 176 ▲ 100
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＜一部未達成及び未達成項目一覧（計 9 項目）＞

【一部未達成：8 項目】

（Ⅰ）事業・業務プロセスの見直し

・内部管理業務の見直し（４）

・民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進（９）

（Ⅱ）より効果的・効率的に事業・業務を実施する職員の人材育成

・さらなる女性登用に向けた人材育成（21）

（Ⅲ）県政の将来に向けて持続可能かつ安定的な行財政運営

・公営企業の経営健全化（34）

・本土振興局の再編（38）

・離島振興局の市町との役割分担の整理（39）

・こども医療福祉センターの地域への機能移行と効率的な運営（42）

・ふるさと納税の推進（50）

【未達成：1 項目】

（Ⅲ）県政の将来に向けて持続可能かつ安定的な行財政運営

・各種審議会等の見直し（48）



　

大項目 中項目 個別項目 所管部局 達成状況

必要な情報を政策形成や事業・業務の見直しにつなげる
仕組みづくり（１）

総務部
地域振興部
（全庁）

◎

成果還元を目指す事業構築の仕組みづくり（２）
企画部
総務部
（全庁）

◎

行政機能に着目した業務の実施（３）
総務部
（全庁）

○

内部管理業務の見直し（４）

総務部
県民生活環境部

出納局
（全庁）

△

業務の積極的な外部化（５）
総務部
（全庁）

○

ＩＣＴの徹底的な活用（６）
企画部
総務部
（全庁）

○

新県庁舎に対応した働き方改革（７）
総務部
（全庁）

◎

県民、企業、ＮＰＯ等との協働の推進（８）
総務部

県民生活環境部
（全庁）

○

民間企業等と連携したプロジェクト構築の促進（９）

企画部
総務部

地域振興部
産業労働部
（全庁）

△

わかりやすい情報の発信と情報公開の徹底（１０）
総務部
（全庁）

○

市町との役割分担と連携の推進（１１）

企画部
総務部

地域振興部
（全庁）

○

隣県や九州各県、大都市圏との連携の推進（１２）

企画部
総務部

地域振興部
（全庁）

○

新県庁舎の情報発信・交流・協働機能の活用（１３）
総務部

県民生活環境部
（全庁）

◎

人材育成の考え方の「見える化」（１４）
総務部
（全庁）
教育庁

◎

核となる人材育成スキームの構築（１５）
総務部
（全庁）
教育庁

◎

職員研修の見直し・専門能力の向上（１６）
総務部
（全庁）
教育庁

○

人事評価の人材育成等への有効活用（17）
総務部
（全庁）
教育庁

○

効果的なＯＪＴによる組織力向上（18）
総務部
（全庁）
教育庁

◎

職員が働きやすい活力ある職場環境づくり（19）
総務部
（全庁）
教育庁

◎

多様な人材の確保・育成（20）
総務部
（全庁）

○

さらなる女性登用に向けた人材育成（21）
総務部
（全庁）
教育庁

△

長崎県行財政改革推進プラン　達成状況一覧表

Ⅰ
　
事
業
・
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

１　事業プロセスの見直し
　～成果還元のための仕組
　　みづくり～

２　業務プロセスの見直し
　～事業プロセスへ集中す
　るための徹底した見直し～

３　多様な主体との連携

Ⅱ
　
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
に
事
業
・
業
務
を
実
施
す
る

職
員
の
人
材
育
成

１　新たな総合計画をはじ
　め、地域課題や政策課題
　に対応できる人材の育成

２　人材育成の観点からの
　人事評価やキャリア目標
　と連携した適正な人事管
　理の推進

３　多様な人材の確保・
　登用

〈達成状況〉 全６３項目
達 成 「◎」 ： ３０項目
概ね達成 「○」 ： ２４項目

一部未達成 「△」 ： ８項目
未 達 成 「×」 ： １項目

別 紙



大項目 中項目 個別項目 所管部局 達成状況

財政の健全性の維持（22）
総務部
（全庁）

○

普通建設事業に係る国予算の確保と県単独事業の選択と
集中（23）

総務部
（全庁）

◎

総合計画への事業の重点化（24）
企画部
総務部
（全庁）

◎

業務の外部化やＩＣＴ化による効率化（25）
総務部
（全庁）

○

県単独補助金の見直し（26）
総務部
（全庁）

◎

公債費の平準化（27） 総務部 ◎

内部管理経費の見直し（28）
総務部
（全庁）

◎

公共施設等総合管理の推進（29）

総務部
（全庁）
教育庁
警察本部
交通局

○

新県庁舎移転による維持管理経費の縮減（30）
総務部
（全庁）

◎

県出資団体の経営健全化（31）
総務部
（全庁）

◎

地方公社の経営健全化（32） 土木部 ○

林業公社の経営健全化（33） 農林部 ○

公営企業の経営健全化（34）

県民生活環境部
水産部
土木部
交通局

△

総合計画推進に対応した組織体制の見直し（35）
総務部
（全庁）

○

人員・給与の適正管理（36）
総務部
教育庁
交通局

◎

臨時職員、非常勤職員の配置見直し（37）
総務部
（全庁）

◎

本土振興局の再編（38）
総務部

地域振興部
（全庁）

△

離島振興局の市町との役割分担の整理（39）
総務部

地域振興部
（全庁）

△

総務事務のさらなる集約化（40）

総務部
（全庁）
教育庁
警察本部

○

試験研究機関の運営の効率化（41）

県民生活環境部
産業労働部
水産部
農林部

○

こども医療福祉センターの地域への機能移行と効率的な
運営（42）

福祉保健部 △

高等技術専門校、農業大学校の運営体制の見直し
（43）

産業労働部
農林部

○

漁業取締船・調査船の効率的な運航（44） 水産部 ◎

県立高等学校改革の推進（45） 教育庁 ◎

特別支援学校の適正配置（46） 教育庁 ◎

警察署における運転免許証即日交付拡大の検討（47） 警察本部 ◎

各種審議会等の見直し（48）
総務部

県民生活環境部
（全庁）

×

Ⅲ
　
県
政
の
将
来
に
向
け
て
持
続
可
能
か
つ
安
定
的
な
行
財
政
運
営

１　歳出の「効率化」・
　「選択と集中」

２　組織体制の最適化



大項目 中項目 個別項目 所管部局 達成状況

県税の徴収率の向上（49） 総務部 ◎

ふるさと納税の推進（50）
企画部
総務部

△

企業誘致への積極的な取組（51） 産業労働部 ◎

特定目的基金の規模適正化、統合及び特別会計繰越金等
の活用（52）

総務部 ◎

貸付金の回収（53） 総務部 ◎

税外未収金の適正な管理（54）
総務部
（全庁）

◎

使用料・手数料の見直し（55）
総務部
（全庁）

◎

試験研究における外部資金の活用（56）

県民生活環境部
産業労働部
水産部
農林部

○

新たな資金調達の検討（57）
総務部
（全庁）

○

県税の徴収方法の多様化（58） 総務部 ◎

職員公舎の集約化及び長寿命化（59）
総務部
教育庁
警察本部

○

県有財産の有効活用（60）

総務部
（全庁）
教育庁
警察本部

◎

公の施設の見直し（61）
総務部
（全庁）

○

指定管理者制度導入効果の最大化（62）
総務部
（全庁）

○

公会計制度の導入（63） 総務部 ◎

Ⅲ
　
県
政
の
将
来
に
向
け
て
持
続
可
能
か
つ
安
定
的
な
行
財
政
運
営

３　歳入の確保

４　財産の効果的活用


